
５ 投・開票速報

（１）平成１７年執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票・開票状況

公表要領

衆議院小選挙区選出議員選挙（以下「小選挙区選挙」という。）及び衆議院比例代表選出議員選挙（以

下「比例代表選挙」という。）並びに最高裁判所裁判官国民審査（以下「国民審査」という。）の投票・

開票状況の公表は、次により行う。

１ 投票状況の公表

（１） 推定投票率（集計一覧票）

ア 投票日の午前９時、１０時、１１時、１１時３０分、１２時、１３時、１４時、１５時、１６時、

１６時３０分、１７時、１７時３０分、１８時、１９時、１９時３０分、２０時現在の推定投票率

を公表する。

イ 公表は、一覧票をCSV形式で各社指定アドレスにメール送信するとともに、県政記者室からFネッ

ト送信する。

ウ 推定投票率は、次の投票区の投票状況により推定する。

エ 推定投票率は、小選挙区選挙についてのみ行う。

投 票 所

市 町 村 名 投 票 区 名 施 設 名 所 在 地

鳥 取 市 第 ５ 鳥取市立西中学校体育館 鳥取市寿町９０７

鳥 取 市 第 ３ ０ ６ 八上保育園 鳥取市河原町曳田７４０

鳥 取 市 第 ５ ５ １ 旧鹿野小学校体育館 鳥取市鹿野町鹿野１８２０－１

米 子 市 第 ４ 米子市明道公民館 米子市東町１２４

岩 美 町 浦 富 第 ３ 岩美町中央公民館 岩美郡岩美町大字浦富1038－６

八 頭 町 第 ３ ９ 八頭町山村開発センター 八頭郡八頭町北山５１－1

大 栄 町 第 １ ７ 大谷公民館 東伯郡大栄町大谷１４３１－１

琴 浦 町 第 １ ７ 赤碕地区公民館 東伯郡琴浦町大字赤碕１５４７－５

大 山 町 中 山 第 ９ 大山町役場中山支所 西伯郡大山町赤坂６６

伯 耆 町 第 ２ ４ 伯耆町立岸本公民館 西伯郡伯耆町吉長４９

（２） 確定投票率

ア 衆議院選挙

（ア）小選挙区選挙（時間別投票速報及び確定速報：県計集計票）

２０時４０分から２０分おき及び最終確定時に、CSV形式で各社指定アドレスにメール送信す

るとともに、県政記者室に１８部（報道１６、広報課１、選管事務局長１）配付する。

（イ）比例代表選挙（確定速報：県計集計票）

投票結果がまとまり次第、一覧表（３帳票：国内投票＋在外選挙投票、国内投票、在外選挙

投票）をCSV形式で各社指定アドレスにメール送信するとともに、県政記者室に１８部配付する。

イ 国民審査

投票結果がまとまり次第、一覧表をCSV形式で各社指定アドレスにメール送信するとともに、

県政記者室に１８部配付する。

２ 開票状況の公表

（１） 衆議院選挙

ア 小選挙区選挙

（ア）市町村別開票速報（個票）

各市町村の開票結果（候補者別得票数、有効投票数、無効投票数、投票総数、持ち帰り



その他、合計）は、各市町村から速報が入り次第、CSV形式で各社指定アドレスにメール送

信するとともに、県政記者室に１８部配付する。

（イ）市部中間速報（個票）

４市（鳥取市は、開票区ごと）の中間における開票状況（開票率、候補者別得票数、合計）

は２１時４０分から２０分おきに、CSV形式で各社指定アドレスにメール送信するとともに、県

政記者室に１８部配付する。

（ウ）時間別開票速報（県計集計票）

町村の確定報と市の中間報及び確定報を累計した時間別開票状況（開票率、候補者別得票数、

有効投票数、無効投票数、投票総数、持ち帰りその他、合計）は、２１時４０分から２０分お

きに、CSV形式で各社指定アドレスにメール送信するとともに、県政記者室に１８部配付する。

（エ）党派別得票数、惜敗率、法定得票数及び供託金の没収点

開票結果の公表終了後、一覧表をコピ－し、県政記者室に１８部配付する。

（オ）公表は、県政記者室で行う。

イ 比例代表選挙

（ア）時間別開票速報（県計集計票）

市町村の開票結果を累計した時間別開票速報（開票率、政党等別得票数、計、無効投票数）

は、２３時から１時間おきに衆議院比例代表選出議員選挙開票速報実施本部に報告した後、

CSV形式で各社指定アドレスにメール送信するとともに、県政記者室に１８部配付する。

（イ）市町村別開票速報（個票）

各市町村の開票結果（政党等別得票数、計、無効投票数、投票総数、持ち帰りその他、

合計）は、各市町村から速報が入り次第、CSV形式で各社指定アドレスにメール送信する

とともに、県政記者室に１８部配付する。

（２） 国民審査（県計集計票）

開票結果がまとまり次第、CSV形式で各社指定アドレスにメール送信するとともに、県政記者室に

１８部配付する。

（３） その他

各市町村選挙管理委員会における投票状況及び開票状況の発表は、県選挙管理委員会に報告後は柔

軟に行うものとする。


